
開 催 日 令和２年４月２７日 （月曜日）

開催場所 市議会　委員会室

開始時間 午前　　　　８時３５分

終了時間 午前　　　　９時００分

庁議内容

議　題 1

付　議 2

3

市長

副市長

（１４名） 教育長

政策経営部長

行政管理部長

健康福祉部長

子ども家庭部長

生活環境部長

都市整備部長

都市整備部参事

会計管理者

議会事務局長

教育次長

生涯学習・文化・スポーツ推進担当部長

代理出席者

（０名）

国の補正予算等の成立を受けた議案につ
いて

第５期基本構想第２次基本計画（最終
案）について

令和２年度第４回庁議　議事要旨（記録）

【議　題】
１．国の補正予算等の成立を受けた議案について
　・説明員：政策経営部長
　＜内　容＞
　　国の新型コロナウィルス感染症対策に関する補正予算等の成立に伴い早期に可決すべき
　議案についての概要説明を行った。

【付　議】
２．第５期基本構想第２次基本計画（最終案）について
　・説明員：政策経営課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

３．国立市行財政改革プラン（案）について
　・説明員：政策経営課長
　（内容は別紙「庁議付議事案　審議要旨」のとおり）

出席者（１４名）

庁議メンバー

国立市行財政改革プラン（案）について



議事要旨公開・時限非公開の別
①
②

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和２年４月２７日開催）

　付議事案名 ：第５期基本構想第２次基本計画（最終案）について 　提案課　政策経営部　政策経営課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）

（庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　　「第５期基本構想第２次基本計画（最終案）」について、計画として決定するた
　め付議するものである。

２．経過及び現状
　（１）平成３０年１２月・・・策定方針の決定
　（２）平成３１年　２月・・・市政世論調査の実施
　（３）平成３１年　４月・・・基本計画企画会議設置
　（４）令和元年　　８月・・・計画原案の決定
　（５）令和元年10～12月・・・計画（２次原案）の作成
　（６）令和２年　　１月・・・計画（２次原案）の決定
　（７）令和２年１～２月・・・パブリックコメントの実施
　（８）令和２年　　２月・・・計画（案）の決定
　（９）令和２年　　４月・・・最終調整、計画内容を決定（本日の庁議）

３．具体的な措置
　　「第５期基本構想第２次基本計画（最終案）」の内容を庁議で確認し、決裁によ
　り計画決定する。

【主な意見】
・新型コロナウィルス感染症拡大とその影響についての追記部分は、もっと
厳しい書きぶりにした方が良い。
　→　当該部分の表現についてはあらためて検討することとした。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。



議事要旨公開・時限非公開の別
①
②

庁議付議事案　審議要旨（記録）（令和２年４月２７日開催）

　付議事案名 ：国立市行財政改革プラン（案）について 　提案課　政策経営部　政策経営課

決裁後公開します （※②をチェックした場合、その理由）

（庁議で集約）後公開します

１．付議事案の概要 ３．主な意見・質疑・確認事項等
１．付議目的（理由）
　　令和元（２０１９）年度で「財政健全化の取り組み方針・実施細目」の計画期間
　が終期となることや、この「財政健全化の取り組み方針・実施細目」についてはあ
　くまでも「財政健全化」が目的であったことから、ここで新たに「行政改革」にも
　注力した「国立市行財政改革プラン」を策定することとし、策定に係る庁内合意を
　得るため付議する。

２．経過及び現状
　　平成31年４月：プラン策定方針の決定
　　令和元年６月：プラン策定方針について議会へ報告
　　　　　　　　　職員向けプラン説明会の実施
　　　　　　７月：各課宛て改善案件調査・ヒアリング（以降随時実施）
　　　　　　　　　業務プロセス分析調査・ヒアリング（以降随時実施）
　　　　　　９月：プラン骨子案についてパブリックコメントの実施
　　　　　　　　　プラン骨子案について議会へ報告
　　　　　　10月：プラン素案についてパブリックコメントの実施
　　　　　　　　　プラン素案について市民説明会の実施
　　　　　　12月：プラン素案について議会へ報告
　　令和２年１月：プラン原案についてパブリックコメントの実施
　　　　　　３月：プラン原案について議会報告（書面報告）
　　　　　　４月：プラン原案について市議会議員に意見聴取

３．具体的な措置
　　庁議にて合意を得たのち、本プランの策定決定を行う。

【主な意見】
・新型コロナウィルス感染症拡大とその影響についての追記部分は、もっと
厳しい書きぶりにした方が良い。
　→　当該部分の表現についてはあらためて検討することとした。

２．集約

原案の内容で確認し、事務を行っていく。


